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新旧対照表 

○千葉県環境影響評価条例に基づく対象事業等に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するため

の指針並びに環境の保全のための措置に関する指針を定める規則（平成十一年千葉県規則第六十一号） 

 

事務局改正案 現 行 

（事業特性及び地域特性の把握） （事業特性及び地域特性の把握） 

第三条 略 第三条 略 

 一 略  一 略 

 二 地域特性に関する情報  二 地域特性に関する情報 

  イ 自然的状況   イ 自然的状況 

 （イ）～（ホ） 略  （イ）～（ホ） 略 

  （ヘ） 騒音（周波数が二十ヘルツから百ヘルツまでの音によるものを含 

む。以下同じ。）及び超低周波音（周波数が二十ヘルツ以下の音をい

う。以下同じ。）の状況（環境基準の確保の状況を含む。） 

  （ヘ） 騒音の状況（環境基準の確保の状況を含む。） 

  （ト）～（タ）略   （ト）～（タ）略 

  ロ 略   ロ 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

（環境影響評価の項目の選定） （環境影響評価の項目の選定） 

第四条 略 第四条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 略 ３ 略 

一 略 一 略 

イ～ニ 略 イ～ニ 略 

ホ 騒音及び超低周波音 ホ 騒音 

へ～ヌ 略 ヘ～ヌ 略 

ル 風害、光害及び日照阻害（風車の影が回転して地上に明暗が生じる現象

を含む。以下同じ。） 

ル 風害、光害及び日照阻害 

第五条 略 第五条 略 

一 大気質、水質、水底の底質、水文環境、騒音及び超低周波音、振動、悪臭、

地形及び地質等、地盤、土壌並びに風害、光害及び日照阻害に係る選定項目

汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素

の状況の変化（当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。）の程度及び

広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響

を把握する手法 

一 大気質、水質、水底の底質、水文環境、騒音、振動、悪臭、地形及び地

質等、地盤、土壌並びに風害、光害及び日照阻害に係る選定項目 汚染物

質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状

況の変化（当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。）の程度及び広

がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響

を把握する手法 

 二～八 略 

２～４ 略  

 二～八 略 

２～４ 略 

資料４ 
 



２ 

 

 
 

事務局改正案 現 行 

（対象港湾計画に関する手続における読替え） （対象港湾計画に関する手続における読替え） 

第十六条 略 第十六条 略 

 略     略    

 別表第三騒

音及び超低

周波音の項 

環境影響 港湾環境影響   別表第三騒

音の項 

環境影響 港湾環境影響  

 供用開始後の定常状態に

なる時期及び影響が最大

になる時期並びに工事の

実施による影響が最大に

なる時期 

騒音及び超低周波音に係る港湾

環境影響を的確に把握できる時

期 

  供用開始後の定常状態に

なる時期及び影響が最大

になる時期並びに工事の

実施による影響が最大に

なる時期 

騒音に係る港湾環境影響を的確

に把握できる時期 

 

 略     略    

 別表第三風

害、光害及び

日照阻害の

項 

環境影響 港湾環境影響   別表第三風

害、光害及び

日照阻害の

項 

環境影響 港湾環境影響  

 供用開始後の定常状態 風害、光害及び日照阻害に係る港

湾環境影響を的確に把握できる

時期 

  供用開始後の定常状態 風害、光害及び日照阻害に係る港

湾環境影響を的確に把握できる

時期 

 

 略     略    







                                                                                                                          

事務局改正案 現 行 

別表第三（第六条第一項及び第九条） 別表第三（第六条第一項及び第九条） 

 参考

項目 

参考手法 
評価の手法 

  参考

項目 

参考手法 
評価の手法 

 

 調査の手法 予測の手法   調査の手法 予測の手法  

略    略    

騒音

及び

超低

周波

音 

一 調査すべき情報 

イ 騒音及び超低周波音の状況 

ロ 土地利用の状況 

ハ その他必要と認められる情

報 

二 調査地域 

音の伝搬の特性を踏まえ、騒

音及び超低周波音に係る環境影

響を受けるおそれがある地域 

三 調査地点等 

音の伝搬の特性を踏まえ、調

査地域における騒音及び超低周

波音に係る環境影響を予測し、

及び評価するために適切かつ効

果的な地点 

四 調査の基本的な手法 

現地調査による情報の収集及

び文献その他の資料の収集並び

にこれらによって得られた情報

の整理及び解析 

五 調査期間等 

音の伝搬の特性を踏まえ、調

査地域における騒音及び超低周

波音に係る環境影響を予測し、

及び評価するために適切かつ効

果的な期間、時期及び時間帯 

一 予測地域 

調査地域のうち、

音の伝搬の特性を踏

まえ、騒音及び超低

周波音に係る環境影

響を受けるおそれが

ある地域 

二 予測地点 

音の伝搬の特性を

踏まえ、予測地域に

おける騒音及び超低

周波音に係る環境影

響を的確に把握でき

る地点 

三 予測の基本的な手

法 

音の伝搬理論に基

づく計算、模型実験

又は事例の引用若し

くは解析 

四 予測対象時期等 

供用開始後の定常

状態になる時期及び

影響が最大になる時

期並びに工事の実施

による影響が最大に

なる時期 

騒音及び超

低周波音に係

る環境の保全

が適切に図ら

れているかど

うかを検討す

る手法及び騒

音に係る環境

基準と予測の

結果とを比較

し検討する手

法 

騒音 一 調査すべき情報 

イ 騒音の状況 

ロ 土地利用の状況 

ハ その他必要と認められる

情報 

二 調査地域 

音の伝搬の特性を踏まえ、騒

音に係る環境影響を受けるお

それがある地域 

三 調査地点等 

音の伝搬の特性を踏まえ、調

査地域における騒音に係る環

境影響を予測し、及び評価する

ために適切かつ効果的な地点 

四 調査の基本的な手法 

現地調査による情報の収集

及び文献その他の資料の収集

並びにこれらによって得られ

た情報の整理及び解析 

五 調査期間等 

音の伝搬の特性を踏まえ、調

査地域における騒音に係る環

境影響を予測し、及び評価する

ために適切かつ効果的な期間、

時期及び時間帯 

一 予測地域 

調査地域のうち、

音の伝搬の特性を踏

まえ、騒音に係る環

境影響を受けるおそ

れがある地域 

二 予測地点 

音の伝搬の特性を

踏まえ、予測地域に

おける騒音に係る環

境影響を的確に把握

できる地点 

三 予測の基本的な手

法 

音の伝搬理論に基

づく計算、模型実験

又は事例の引用若し

くは解析 

四 予測対象時期等 

供用開始後の定常

状態になる時期及び

影響が最大になる時

期並びに工事の実施

による影響が最大に

なる時期 

騒音に係る

環境の保全が

適切に図られ

ているかどう

かを検討する

手法及び騒音

に係る環境基

準と予測の結

果とを比較し

検討する手法

略    略    

        

５ 



                                                                                                                        

事務局改正案 現 行 

別表第三（第六条第一項及び第九条） 別表第三（第六条第一項及び第九条） 

 参考

項目 

参考手法 
評価の手法 

  参考

項目 

参考手法 
評価の手法 

 

 調査の手法 予測の手法   調査の手法 予測の手法  

略    略    

風害、

光害

及び

日照

阻害 

一 調査すべき情報 

イ 土地利用の状況 

ロ 地形の状況 

ハ その他必要と認められる情

報 

二 調査地域 

風害、光害及び日照阻害に係

る環境影響を受けるおそれがあ

る地域 

三 調査地点等 

調査地域における風害、光害

及び日照阻害に係る環境影響を

予測し、及び評価するために適

切かつ効果的な地点 

四 調査の基本的な手法 

現地調査による情報の収集及

び文献その他の資料の収集並び

にこれらによって得られた情報

の整理及び解析 

五 調査期間等 

調査地域における風害、光害

及び日照阻害に係る環境影響を

予測し、及び評価するために適

切かつ効果的な期間、時期及び

時間帯 

一 予測地域 

調査地域のうち、

風害、光害及び日照

阻害に係る環境影響

を受けるおそれがあ

る地域 

二 予測地点 

予測地域における

風害、光害及び日照

阻害に係る環境影響

を的確に把握できる

地点 

三 予測の基本的な手

法 

事例の引用又は解

析その他適切な手法 

四 予測対象時期等 

供用開始後の定常

状態 

風害、光害

及び日照阻害

に係る環境の

保全が適切に

図られている

かどうかを検

討する手法 

風

害、

光害

及び

日照

阻害 

一 調査すべき情報 

イ 土地利用の状況 

ロ 地形の状況 

ハ その他必要と認められる

情報 

二 調査地域 

風害、光害及び日照阻害に係

る環境影響を受けるおそれが

ある地域 

三 調査地点等 

調査地域における風害、光害

及び日照阻害に係る環境影響

を予測し、及び評価するために

適切かつ効果的な地点 

四 調査の基本的な手法 

現地調査による情報の収集

及び文献その他の資料の収集

並びにこれらによって得られ

た情報の整理及び解析 

五 調査期間等 

調査地域における風害、光害

及び日照阻害に係る環境影響

を予測し、及び評価するために

適切かつ効果的な期間、時期及

び時間帯 

一 予測地域 

調査地域のうち、

風害、光害及び日照

阻害に係る環境影響

を受けるおそれがあ

る地域 

二 予測地点 

予測地域における

風害、光害及び日照

阻害に係る環境影響

を的確に把握できる

地点 

三 予測の基本的な手

法 

事例の引用又は解

析その他適切な手法 

四 予測対象時期等 

供用開始後の定常

状態 

風害、光害

及び日照阻害

に係る環境の

保全が適切に

図られている

かどうかを検

討する手法 

略    略    

  

  

  

６ 



                                                                                                                        

 

事務局改正案 現 行 

別表第四（第十六条） 別表第四（第十六条） 

 活動要素の区分 土地又は工作物の存在及び供用   活動要素の区分 土地又は工作物の存在及び供用  

 

 

施

設

の

存

在

等 

ば

い

煙

又

は

粉

じ

ん

の

発

生 

排

出

ガ

ス

（

自

動

車

等 

） 

排

水 

騒

音

及

び

超

低

周

波

音

又

は

振

動

の

発

生 

 

 

 

 

地

下

水

の

採

取 

悪

臭

の

発

生 

廃

棄

物

の

発

生 

工

作

物

の

撤

去

又

は

廃

棄 

  

 

施

設

の

存

在

等 

ば

い

煙

又

は

粉

じ

ん

の

発

生 

排

出

ガ

ス

（

自

動

車

等 

） 

排

水 

騒

音

又

は

振

動

の

発

生 

地

下

水

の

採

取 

悪

臭

の

発

生 

廃

棄

物

の

発

生 

工

作

物

の

撤

去

又

は

廃

棄 

対象港湾計画に定められる港湾開

発等 

○ ○ ○ ○ ○       対象港湾計画に定められる港湾開

発等 

○ ○ ○ ○ ○     

  

７ 


